
町民からの要望に対する回答 

                 担当課： 建設課      

 

区分 件名 回答 

 

公園 

 

放置されている公園が多

く、立入禁止となっている

が、他の利用方法はない

のか。 

 

 該当する公園（施設）は、老朽化や降雪等による

破損により、使用禁止としている施設であります。 

 本来、それらの施設については、速やかに修繕

又は撤去することが望まれますが、費用の面から

優先順位をつけ、計画的に作業を行っている状況

であります。 

 現在は、国の補助事業を活用し、地域のメイン

となる都市公園を対象に平成２９年度より計画的

に施設の更新を行う予定でおります。 

 また、その他の公園については、地域の憩いの

場として活用できるよう、施設配置の適正化や有

効な利活用の方法等を検討し、随時修繕等を行っ

てまいります。 

 

 


